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組織・事業概要説明
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Ⅰ 組織

１ 県内の保健所一覧

設置地域施設数設置主体名称

習志野、市川、松戸、野田、
印旛、香取、海匝、山武、長生、

夷隅、安房、君津、市原
１３県

保健所
（健康福祉センター）

【指定都市】千葉市
【中核市】 船橋市、柏市

３市保健所

【設置根拠】地域保健法第５条により、道府県・政令市・中核市が設置。

・千葉県では保健所業務に併せて福祉・監査業務も実施。
・名称は「健康福祉センター」としているが、保健所機能を有する
ことを示すため、適宜「保健所（健康福祉センター）」と表記。
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２ 当センターの管轄

管轄地業務

習志野市・八千代市・鎌ケ谷市保健所業務

習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・
船橋市

福祉業務

習志野市・八千代市・鎌ケ谷市・
市川市・浦安市・
（千葉市・船橋市）の法人等の一部

監査業務

・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市の３市を主な管轄とするが

業務内容によって船橋市・市川市等も担当する。

・医療法に基づく医療圏である「東葛南部保健医療圏」に位置する。

３ 当センターの組織

職員数
（人）

職 種

２１事務職

２医師

技術職

６獣医師

９薬剤師

１６保健師

６管理栄養士

９臨床検査技師

１診療放射線技師

５精神保健福祉相談員

７５合計

業務内容課名

医務、薬務、献血、保健医療計画、統計調査、
地域医療構想調整会議、保健所実習、災害医療

企画課保
健
所
業
務

保健師関係指導、母子保健、成人・老人保健、
健康支援、地域・職域連携、栄養改善、歯科保健、
精神保健福祉、医療費助成（難病・小児等）

地域保健課

民生委員・児童委員、特別児童扶養手当、
母子父子寡婦福祉資金、障害者相談、ＤＶ相談、
中核地域生活支援センター連絡調整会議

地域福祉課

福
祉
業
務

結核予防、感染症対策、エイズ対策、被爆者援護疾病対策課

保
健
所
業
務

食品衛生、動物、環境衛生（理美容・クリーニン
グ・旅館・公衆浴場・興行場・民泊・プール等）

生活衛生課

食品衛生（食品製造、集団給食等）
食品機動
監視課

ウイルス検査、微生物検査検査課

社会福祉法人、社会福祉施設（老人ホーム、保育所
等）などの指導監査等

監査指導課
監査
業務令和７年４月現在
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Ⅱ 保健所事業

１ 医務・薬務等
（１）医務・薬務に関わる立入検査等

令和６年度実績立入検査対象

２１件病院

２件有床診療所

１件助産所

令和６年度実績立入検査対象

３９４件薬局・医薬品販売業者等

３２件毒物劇物販売業者等
担当課 企画課
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（２）各種免許の取扱い状況

件数免許種類

７５２件医師等 厚生労働大臣免許

１６７件准看護師等 知事免許

（３）国民生活基礎調査

習志野市（２地区）、八千代市（１地区）、鎌ケ谷市（１地区）対象地域

令和６年６月６日（木）実施日

世帯数と世帯人員の状況、各種世帯の所得等の状況調査項目

（４）不正大麻・けし撲滅運動

管内の薬物乱用防止指導員（２９名）の協力を得て、
地域啓発活動を実施しています。

管内に自生するけしの抜去を行っています。
令和６年度は１１８本抜去しました。
（前年４１５本）

（５）薬物乱用防止対策
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（６）地域保健医療連携・地域医療構想調整会議

東葛南部２次保健医療圏
（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市）

対象地域

習志野保健所・市川保健所及び船橋市保健所管内
の関係者

委員

医療機関毎の具体的対応方針について、病床配分
の方向性について、病床機能再編支援事業につい
て、地域医療連携推進法人について、地域医療提
供体制データ分析チーム構築支援事業について、
外来医療の医療提供体制の確保について、非稼働
病棟について

議題
（令和６年度）

（１） 結核新規登録者数
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令和６年新規登録者数は３５人で、減少傾向にある。

２ 結核・感染症

担当課 疾病対策課
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（２） 結核新規登録者の年齢構成割合等

・年齢別にみると、３０歳～５９歳の働き盛りの世代が全体の約３５％、６０歳以上の高齢者が全体の
約６０％を占めている。
また、外国出生患者は3人（８．６％）であった。
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50～59歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

10～19歳

０～９歳

令和６年の内訳
【年齢構成別】

0～19歳 0人（0%）
20～29歳 １人（２.９％）
30～59歳 １２人（３４．３%）
60～79歳 ９人（２５．７%）
80歳～ 1３人（３７．１%）

【外国出生の割合】
３人（8.6％）

担当課 疾病対策課

（３） 結核罹患率（人口１０万対）

〇令和６年の管内罹患率は７．１であり、低まん延国の水準である１０．０以下を
令和３年以降維持している。
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※罹患率：1年間に発病した結核患者数を人口10万対で表したもの。

担当課 疾病対策課
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（４） 罹患率10.0以下を維持するための取り組み

①高齢者が所属する集団への啓発

• 高齢者は特に自覚症状が少ないなど、受診や診断の遅れにつながりやすい特徴があり
ます。高齢者施設等関係機関に対しては、研修会の機会を利用して結核に関する普及
啓発を実施しています。

②若年の外国出生者が所属する集団への啓発

• 外国人技能実習生向け研修センターや日本語学校を訪問し、結核における日本及び諸
外国の状況を伝え、結核に対する知識を深めていただくとともに、今後の結核対策へ
の協力を依頼しています。

③DOTS（直接服薬確認療法）の実施

• DOTSとは、WHOが結核の早期制圧を目指して提唱した包括的な治療戦略であり、投薬
時に患者の服薬を直接確認することで必要な服薬治療を完遂し、確実に結核を治癒さ
せる方法です。結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防するこ
とを目的として実施しています。

担当課 疾病対策課

（５） 習志野保健所管内感染症情報の配信
管内の感染症発生状況・感染症予防のための知識等について資料を作成し、平成２６年５月からメール
マガジン形式で医療機関、学校、市などに週に１回配信しています。

登録機関数：４３６
（令和７年８月３１日現在）
※昨年４２５機関

※内訳
医療機関（医師会・薬剤師会・病院・薬局等）
２００

市関係（教育委員会・担当課・消防本部等）
２０

その他施設（保育園・社会福祉施設・学校等）
２１６

担当課 疾病対策課
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（６） 新型コロナウイルス感染症について
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新型コロナウイルス感染症（定点当たり）

R5千葉県 R5習志野 R6千葉県 R6習志野 R7千葉県 R7習志野

〇新型コロナウイルス感染症は令和５年５月８日に５類感染症に移行。
同時に、全数報告であったものから定点報告※となった。

〇夏と冬に流行する傾向がみられるが、令和７年はその増減が緩やかになっている。

※発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない場合に、感染症法第14条第１項に規定する指定届出機関として、
一定の基準に基づき患者定点及び疑似症定点を選定した医療機関から報告されたもの。

担当課 疾病対策課

• 生活衛生課では、食品等の安全性を確保するために食品の製造、調理、販売
等の営業に関する事務を行っています。

• 生活衛生課と食品機動監視課が連携し、施設の監視を行っています。

• 食品に関する衛生知識の向上を目的として、食品等事業者及び消費者を対象

として衛生教育等を実施しています。

許可施設：
公衆衛生に与える影響が著しい
３２業種で、施設基準が定めら
れ許可がないと営業できない
施設（飲食店営業、菓子製造業、
そうざい製造業など）

届出施設：
公衆衛生に与える影響が少ない
業種（弁当販売業、野菜果物販
売業、食料・飲料販売業など）

食品衛生に係る業務（令和６年度実績）

３ 食品・動物・環境衛生
（１）食品衛生に係る業務

業務 実績 担当課

食品営業の許可

許可施設数

届出施設数

3,829 件

2,105 件

計 5,934 件

生活衛生課

施設の監視

許可施設の監視件数

届出施設の監視件数

1,556 件

176 件

計 1,732 件

生活衛生課・

食品機動監視課

衛生教育
衛生教育実施回数

受講者数

16 回

1,374 人

生活衛生課・

食品機動監視課

担当課 生活衛生課・食品機動監視課
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（２）食中毒防止対策等

• 食中毒が発生した場合、疫学調査を実施し、健康被害の拡大防止及び再発防
止を図ります。

• 違反・不良食品について、流通調査や回収状況の確認を行い、健康被害の発
生及び拡大防止を図ります。。

管内の食中毒発生状況
 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

発生件数 ０ ０ １ 1 1 

患者数 ０ ０ 28 17 4 

原因物質 ― ― ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ ﾉﾛｳｲﾙｽ ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 

原因施設 ― ― 給食 飲食店 不明 

 

担当課 生活衛生課・食品機動監視課

（３） 動物に係る業務

• 狂犬病予防法に基づき犬による危害防止対策を実施しています。

• 動物の愛護及び管理に関する法律に基づき動物愛護管理事業を実施しています。

（４） 環境衛生に係る業務

• 環境衛生事業に係る各法令の施行に関する登録や施設監視等を実施しています。

（理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、

特定建築物に関すること、プール衛生に関すること）

• 住居衛生に関することについて、相談等を受け付けています。

担当課 生活衛生課・食品機動監視課
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４ 検査
令和６年度令和５年度令和４年度

3,7023,8213,545平常時の腸内細菌検査数

2,092
1,610

2,140
1,681

2,067
1,478

(内訳）習志野保健所
市川保健所

23211287感染症に関する検査数

77
155

26
86

25
62

(内訳）習志野保健所
市川保健所

ー12,709新型コロナウイルスに関する検査数

ー
ー

1
ー

717
1,992

(内訳）習志野保健所
市川保健所

2,7944,9845,748食中毒に関する検査数

1,385
1,409

1,253
3,731

1,030
4,718

(内訳）習志野保健所
市川保健所

651647727食品検査に関する検査数

258
393

258
389

151
576

(内訳）習志野保健所
市川保健所

488379ー ※HIV抗体検査数

256
232

154
225

ー
ー

(内訳）習志野保健所
市川保健所

検査課は、１３か所の保健所の
うち、７か所に設置されています。

当保健所では、市川保健所の管内で
ある市川市、浦安市についても検査
業務を行っています。

※HIV等の性感染症に関する検査は、新型コ
ロナウイルス感染症対応のため、令和２年度
から令和４年度まで中止しています。

担当課 検査課

５ 精神保健
（１）精神障害者の措置入院について

措置入院とは、精神保健福祉法第２９条
に定める入院形態のひとつです。
対象者は、入院させなければ自傷他害の
おそれのある精神障害者であり、千葉県
知事が命令した精神保健指定医２名の診
断の結果が「措置入院を要する」と一致
した場合、措置入院となります。

担当課 地域保健課

【措置入院の流れ】

保健所への通報 １０３件 （うち警察から４８件）
↓

保健所（精神保健福祉相談員）の調査 １０３件
↓

精神保健指定医による診察 ５４件
↓

入院医療機関への搬送 14件

※上記件数は令和6年度実績
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（２）当保健所管内の通報件数
（習志野市・八千代市・鎌ケ谷市と船橋市）

33 39 40 43 49

59

77

50
54

54

0

20

40

60

80

100

120

140

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

習志野・八千代・鎌ケ谷市 船橋市

担当課 地域保健課

（３）当保健所管内の措置診察件数
（習志野市・八千代市・鎌ケ谷市と船橋市）
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担当課 地域保健課
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６ 医療費助成事業
（１）小児慢性特定疾病医療費支援事業

小児慢性特定疾病医療費の一部を公費負担

する制度です。

対象疾患は、１６疾患群７８８疾病で

令和７年３月末の助成受給者は３８１人

です。

担当課 地域保健課

454

392
373 379 381

0

100

200

300

400

500

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

小児慢性特定疾病医療費助成制度受給者状況

（２）指定難病医療費助成

指定難病医療費の一部を公費負担する制度
です。

対象疾患は、３４１疾患で令和７年３月末
の受給者は３，７４５人です。

担当課 地域保健課
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パーキンソン病, 500

潰瘍性大腸炎, 477

全身性エリテマトーデ

ス, 243

クローン病, 179

好酸球性副鼻腔炎, 

126

後縦靭帯骨化症, 109

全身性強皮症, 108
多発性硬化症/視神経

脊髄炎, 92皮膚筋炎/多発性筋炎, 85
重症筋無力症, 84

特発性間質性肺炎, 84

その他, 1658

令和６年度 指定難病医療費助成受給者

（疾病別）

担当課 地域保健課

１ 福祉業務
（１）母子・父子・寡婦福祉資金

うち就学支度資金うち修学資金貸付合計

金額（円）人数金額（円）人数金額（円）人数

0016,377,3162117,703,81622令和2年度

958,000313,248,000418,238,85011令和3年度

910,300213,784,000614,694,3008令和4年度

000000令和5年度

145,0001946,00011,091,0002令和6年度

担当課 地域福祉課

27
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（２）配偶者暴力相談支援事業

健康福祉センターは、配偶者暴力相談支援センターとして相談事業を行っており、
管内市及び警察等、関係機関との連携を強化して、被害者からの相談に対応している。
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配偶者暴力相談件数

来所相談 電話相談
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令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

相談証明書発行件数

担当課 地域福祉課

２ 監査指導業務

県内５か所の健康福祉センターに監査指導課が設置されており、

以下の施設を対象に指導監査・立入調査等を実施している。

実施件数対象件数指導監査対象

１８３９社会福祉法人等

２４９４社会福祉施設（第一種）

７４１３０有料老人ホーム

２４６１，１５９介護保険施設等

２５６３６２保育所・認可外保育施設等

１６４１，２０９障害者施設等

７８２２，９９３合 計
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